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令和２年度第２０回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和３年１月２７日 

                    担当部・課：福祉部子育て支援課〔内線２５５３〕 

① 件  名 

子どもの居場所づくり（地域子ども食堂・移動型プレーパーク）支援事業の拡充について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

平成３１年４月から、子どもの居場所づくりとして地域団体及びＮＰＯ団体等が実施する「地域

子ども食堂」、「移動型プレーパーク」に対し、運営費等の一部の補助を開始した。 

しかし、令和元年度の申請は、移動型プレーパークは３件、地域子ども食堂は申請が無かったこ

とから、子ども食堂を運営している団体に対しアンケート、ヒアリング等を実施したところ、補助

内容が実態に合わず使い辛いものとなっており、より活用しやすい支援が求められた。 

このため、令和２年度に、団体ヒアリング等を参考に補助内容を検討し、活動実態に即した見直

しが必要となった。 

 

【目的】 

  申請に対する補助要件の緩和など事業を見直し、使いやすい制度とすることにより、子育て世代

が住みやすいまちづくりの一助となり、子どもの居場所づくりが促進される。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

石巻市地域子ども食堂支援事業補助金交付要綱（平成３１年告示第１４０号） 

石巻市移動型プレーパーク支援事業補助金交付要綱（平成３１年告示第１３９号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕】 

第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

   第３節 安心して子どもを産み育てられる支援体制を確立する 

１ 子育てを支援する環境を整備する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成３１年 ４月 石巻市地域子ども食堂支援事業補助金交付要綱施行  

          石巻市移動型プレーパーク支援事業補助金交付要綱施行 

 令和 ２年 ３月 子ども食堂実施団体に対し、アンケート、ヒアリング調査を実施      

⑤ 主な内容 

(1) 地域子ども食堂支援事業補助金 

区  分 改 正 後 改 正 前 備   考 

実施回数 原則年４回以上 
原則月１回以上（年間概

ね１２回以上） 
実施回数の緩和 

子どもの参加

人数 

１回当たり概ね５名以

上 
１回当たり１０名以上 参加人数の緩和 

食事の提供 「持ち帰り」を追加  
食事の提供方法の拡

大 

対象団体 削除 

国、他の地方公共団体（石

巻市含む。）の補助金等を

受けていないこと。 

対象団体の緩和 

補助対象経費 
他の機関、団体等から補

助を受ける経費を控除 

 補助対象経費の見直

し 

補助上限額 下表のとおり 運営経費 ５万円 
運営経費の補助基準

の見直し 
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・補助上限額の改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 移動型プレーパーク支援事業補助金 

区  分 改 正 後 改 正 前 備   考 

実施回数 原則年４回以上 年１０回以上 実施回数の緩和 

子どもの参加人

数 
概ね５名以上 概ね１０名以上 参加人数の緩和 

対象団体 削除 

国、他の地方公共団体（石

巻市含む。）の補助金等を

受けていないこと。 

対象団体の緩和 

補助対象経費 
他の機関、団体等から補

助を受ける経費を控除 

 補助対象経費の見

直し 

      

開催１回当たりの 
子どもへの食事提供数 補助限度額 

５食以上１９食以下 １開催日当たり２，５００円に年間開催回数を乗じて得た額。 

ただし、５０，０００円を限度とする。 

２０食以上３９食以下 １開催日当たり５，０００円に年間開催回数を乗じて得た額。 

ただし、１００，０００円を限度とする。 

４０食以上 １開催日当たり１０，０００円に年間開催回数を乗じて得た額。 

ただし、２００，０００円を限度とする。 

⑥ 実施した場合の影響・効果 

【影響・効果】 

地域子ども食堂支援事業、移動型プレーパーク支援事業を通じて、子どもたちが安心して過ごせ

る居場所がつくられ、子どもを見守る環境整備が促進される。 

 

【市財政への負担】（令和３年度当初予算） 

(1) 子ども食堂運営費補助金     ５５０千円（１０団体） 

(2) 移動型プレーパーク運営費補助金 ６００千円（３団体） （いずれも一般財源） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

(1) 地域子ども食堂支援事業補助金：仙台市、塩竃市、大河原町、柴田町 

(2) 移動型プレーパーク支援事業補助金：朝霞市、小田原市、逗子市、旭川市等 ※県内無し 

（令和２年４月１日現在） 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和３年３月  石巻市地域子ども食堂支援事業補助金交付要綱及び石巻市移動型プレーパーク支

援事業補助金交付要綱の一部改正（施行予定年月日：令和３年４月１日） 

 

※市ホームページにより周知するほか、子ども食堂及び移動型プレーパーク実施団体に

メール等で周知 

⑨ その他 

（参考） 

市内で定期的に子ども食堂を開催している団体等     ８団体 

市内で定期的に移動型プレーパークを開催している団体等 ３団体 

 


